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Q1  すでに借款契約が結ばれている約 1 兆円の対ミャンマー債務について、どのよう

に対応していくべきとお考えでしょうか。 その理由。 

 

ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で：その他 

クーデターが発生する前の契約であるため、一時中断し然るべき状況判断で再開する

等、慎重に判断する必要があると考えます。 

国民民主党：その他 

(１～５の総論として) 「対話と協力と行動」という基本的な考え方に基づき、普遍

的価値を共有している諸外国と連携し、人権外交をリードします。 また、国民民主

党はミャンマー情勢に関し下記の通り、党声明を発表しております。 本年 2 月 1 日、

ミャンマーにおいて、アウン・サン・スー・チー国家顧問やウィンミン大統領らが拘

束され、政権を奪取した国軍により緊急事態宣言が発出された。 ミャンマー国軍に

対し、民主化への平和的な移行プロセスを逆行させる一連の動きを非難するとともに、

拘束された全ての人々の速やかな釈放を要請する。あわせて、昨年の選挙で示された

ミャンマー国民の意思を尊重し、民主的な政治体制が早期に再建されることを求める。 

日本政府には、ミャンマーにおける民主化プロセスを強くサポートしてきた立場から、

ミャンマー国軍に対して一連の動きの撤回を促し、自由・民主主義・法の支配という

普遍的価値に基づいた行動がとられるよう強く働きかけることを要請する。また、ミ

ャンマーに駐在する日本企業や在ミャンマー邦人の安全確保に関し最大限の尽力を

求める。 

社会民主党：中断すべき 
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ミャンマー国軍によるクーデターで、市民が弾圧を受けている中で、円借款は国軍の

資金源となる国軍系企業と関係があると言われている。市民の命を奪う状況を支える

構図は許されず、資金源を絶つことが重要である。日本政府が民主主義を守る立場を

強く示すためにも、中断すべきである。 

自由民主党：その他 

日本政府は、ミャンマー国軍に①暴力の即時停止、②拘束された関係者の解放、③民主

的な政治体制への回復を強く求めてきています。対ミャンマー経済協力の今後の対応に

ついては、そうした働きかけの状況を見ながら、これら３点がどうなっていくのか、ま

たＡＳＥＡＮリーダーズ・ミーティングで発表された「５つのコンセンサス」にある特

使の派遣、ミャンマー国内での対話の開始といった事項がどう実現されていくか、とい

った諸要素を勘案しながら、どのような対応が効果的か総合的に検討していくべきと考

えます。 

日本共産党：中断すべき 

ミャンマー国軍系の企業ビジネスに資金が流れることによって、ミャンマー民主化を

阻害することになる。国軍を利する支援は中止すべきである。 

立憲民主党：その他 

円借款については、慎重に検討し、人道目的のものは継続すべきだが、 ミャンマー

国軍による独裁の強化につながるような事業は停止すべきだ。 

れいわ新選組：中断すべき 

この問題については、２０２１年６月１８日に時の菅政権に以下のような申し入れを

しております。以下の Q2 以降の選択式回答は以下の申し入れの認識に基づいており

ますので個別の理由は割愛いたします。 １． ミャンマー国軍の市民への弾圧が現在

も進行し、国内外での避難民による人道的危機が発生していることにかんがみ、国軍

が民主化プロセスに立ち戻るとともに、民衆に対する不当な弾圧の停止など現在の姿

勢が全面的に改められない限り、ミャンマーに対する ODA の内、国軍との関連が指摘

された企業が事業に関与していることが疑われるもの、または、事業の実施自体が国

軍に経済的利益をもたらしていると疑われるものに関しては、新規・継続中を含めて

停止すること。ただし、人道目的のもの（貧困層や障害者、関連支援団体に対する支

援事業）に関しては停止せず継続、もしくは支援の増強をすること。 ２．国軍の迫

害を受ける国民や避難民、少数民族に対して、赤十字など国際機関を通じて行ってい

る人道支援は継続して行うこと。 ２． 日本政府はミャンマー国内で事業を行う日本
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の民間企業に対し、国軍との関係を断つように求め、その実現のための必要な支援を

行うこと。 https://reiwa-shinsengumi.com/comment/6827/ 

 

 

Q2  円借款で実施されているバゴー橋建設事業では、国軍系企業と日系企業の

合弁会社に、重要な資材の発注がなされています。この事業について、実施機

関の国際協力機構(JICA)はどのように対応すべきとお考えでしょうか。 その

理由。 

 

ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で：その他 

いずれもクーデター前から行われているものであるため、慎重な判断を要します。資

材の発注がなされているという事はその現場で働いている国民がいるという事であ

り、現場の状況等も踏まえた総合的な判断を要するものと考えます。ＪＩＣＡは対応

判断のために然るべき状況確認をすべきと考えます。 

国民民主党：その他 

Q1と同じ 

自由民主党：回答無し 

個別の案件については、回答を持ち合わせておりませんので、控えさせていただきます。 

社会民主党：対応が必要である 

すでに他国はミャンマー経済公社を制裁対象にするなどしており、関連企業が国軍へ

の資金源となる重大な懸念がある。海外メディアでもそうした疑惑が報じられており、

このまま JICA が十分な調査もせず事業を推進することは人権軽視との批判を免れな

い。事業の見直しが必要である。 

日本共産党：対応が必要である 

質問 1 と同じ。 

立憲民主党：対応が必要である 

現下の状況で工事は一旦ストップしていると理解。重要なインフラ建設ではあるが、

進め方について、再検討すべき。 

れいわ新選組：対応が必要である 

https://reiwa-shinsengumi.com/comment/6827/
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Q1の回答参照 

 

 

Q3  ミャンマーヤンゴン博物館跡地再開発（通称Ｙコンプレックス）事業に関し、日

本の事業者はミャンマー陸軍の所有地をサブリースし、賃料が軍の機関、または国防

省に渡っていると見られます。JOIN が出資を、また JBIC がこの事業に融資をしてい

ることは妥当と思われますか。 その理由。 

 

ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で：その他 

問題があると考えますが、直ちに出資や融資を取りやめることによるリスク等も鑑み

た判断が必要であると考えます。 

国民民主党：その他 

Q1と同じ 

社会民主党：問題である 

日本政府の立場は JOIN も JBIC も、国軍と直接取引をしているわけでないため問題は

ないというものである。しかし、間接取引であっても最終的には資金が流れる先が国

軍であれば、重大な問題である。 

自由民主党：回答無し 

個別の案件については、回答を持ち合わせておりませんので、控えさせていただきます。 

日本共産党：問題である 

質問１と同じ。 

立憲民主党：その他 

現下の状況で賃料の支払いはストップしていると理解。事実関係を調査 し、進め方

について、再検討すべき。 

れいわ新選組：問題である 

Q1の回答参照 
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Q4  ミャンマー・イェタグンガス田開発は、ミャンマー政府や国軍支配下にある石油

ガス公社に税の支払い等で大きな収益をもたらし、国軍を利することが国際的に懸念

されています。これについて、経済産業大臣の取るべき行動についてお伺いしま

す。 その理由。 

 

ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で：その他 

然るべき対応を検討すべきですが、前述の通り、国民への影響や国との契約を安易に

反故にするリスクを鑑みた上で、慎重な判断をすべきと考えます。 

国民民主党：その他 

Q1と同じ 

社会民主党：対応が必要である 

イェタグンのガス販売による利益は、以前は国軍を支える財源とされており、日本企

業も関与してきた。経済産業大臣は、人権抑圧につながる問題として、厳しい態度を

示すべきである。 

自由民主党：回答無し 

個別の案件については、回答を持ち合わせておりませんので、控えさせていただきます。 

日本共産党：対応が必要である 

質問１と同じ。 

立憲民主党：その他 

詳細を承知していないが、事実関係を調査し、国軍の独裁の強化につな がるようで

あれば、進め方について、再検討すべき。 

れいわ新選組：対応が必要である 

Q1の回答参照 

 

 

Q5  JOIN のミャンマー投資について。Y コンプレックスに加え、5 つの事業への出資・

債務保証、合計 177 億が実施されています。これに対し国土交通省の取るべき行動に

ついてお伺いします。その理由。 
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ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で：その他 

Q4 と同じ 

国民民主党：その他 

Q1と同じ 

社会民主党：対応が必要である 

国土交通省も国軍と直接取引がなければ問題がないとする立場であると考えられる。

しかし、相当な投資額に上るため、JOIN が株式会社といえども国土交通省の管轄で

ある以上、責任を負い、JOIN の出資取り下げに動くべきである。 

自由民主党：その他 

日本のミャンマー支援は、民主化後のミャンマーの経済発展を支援することが目的です。

クーデターが起きた 2月 1日以降、本来の目的が達成できるのかどうか、環境の変化も

あります。 

これまでの経緯も踏まえ、民間企業とも連携をしながら、適切な対応していくことが

必要であると考えています。 

日本共産党：対応が必要である 

質問１と同じ。 

立憲民主党：その他 

クーデターが起こるまでは、JOIN の官民プロジェクトはミャンマーの発 展支援の事

業であり、国土交通省の行った出資、債務保証が問題だったとまでは言えない。この

状況を鑑みて、国土交通省はじめ、外務省、官民ファンドの出資者で協議し、民主的

なミャンマーを取り戻すために同プロジェクトの進め方について検討を行うべき。 

れいわ新選組：対応が必要である 

Q1の回答参照 

 

 

Q6  「国連ビジネスと人権に関する指導原則：保護、尊重及び救済の枠組みにかかる

指導原則」の普及啓発に関し、貴党としてどのような取り組みを所属議員や党員に行

なっていますか。また、今後行う予定ですか。その理由。 

ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で：その他 予定していない 
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ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で（ＮＨＫ党）はワンイシュー政党という

特殊な政党であるため、政策はＮＨＫへの取組み１本とさせて頂いているため。 

国民民主党：取り組みをしている 

国民民主党は人権外交と経済安全保障研究会を設置し、あるべき日本の人権外交につ

いて党内において協議していきます。 

社会民主党：今後取り組む予定 

オンラインを含めた学習会の開催を検討しております。 

自由民主党：取り組みをしている 

わが党は外交部会のもとに、「わが国の人権外交のあり方検討プロジェクトチーム」を

設置し、わが国が国際社会の人権問題の重視すべき点や、とるべき方向性について検討

を行っているところです。 

日本共産党：取り組みをしている 

党の機関紙「しんぶん赤旗」や雑誌で、専門家のインタビューや国内外の労働組合・

NGO の活動、国際機関の取り組みを掲載するなどして、啓発している。 

立憲民主党：取り組みをしている 

立憲民主党は平素から、ビジネスプロセスにおける人権の尊重について、重要視して

おり、経団連や連合等と勉強会・意見交換を行っている。また、ミャンマー、ウイグ

ル、香港、北朝鮮などでの深刻な人権侵害に対して強く抗議するとともに、国際社会

とともに人権の蹂躙を即刻停止するよう声をあげてきている。国際的な基本的価値の

規範を強化すべく、国内の人権規範を強化する法・体制整備や多国間企業活動でも人

権の尊重を反映するなど、「人権外交」をはじめとした価値観外交を進めていく。 

れいわ新選組：今後取り組む予定 

Q1の回答参照 

 

 

Q7  ビジネスと人権の国家行動計画の中で、国の「開発協力・開発金融」においてど

のような取り組みがこれまで行われてきたか、ご存知ですか。その内容は十分である

とお考えですか。今後どのような取り組みが行われるべきでしょうか。 

 

ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で：知らない 
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また、今後どのような取り組みが行われるべきでしょうか：ＮＨＫと裁判してる党弁

護士法７２条違反で（ＮＨＫ党）はワンイシュー政党という特殊な政党であるため、

政策はＮＨＫへの取組み１本とさせて頂いているため本件に必要な情報を有してお

りませんが、ミャンマーで起こったクーデターによる様々な問題をきっかけとして然

るべき議論を行う必要があると考えます。 

国民民主党：不十分 

私たちは、「対話と協⼒と⾏動」という⼈権外交における基本的な考え⽅に基づき、

普遍的 価値を共有している諸外国と連携した経済安全保障に取り組むべく、各国で

法整備が進む「⼈権デューディリジェンス法」について検討を⾏い、法案の骨子をま

とめました。これは、サプライチェーンを透明化し、レピュテーションリスクから企

業を守り、⼈権侵害に加担しないよう注意義務を 定めるものです。 国⺠⺠主党は、

本⾻⼦をもとに「ビジネスと⼈権」の理念を具体化すべくステークホルダーと対話を

すすめ、⾏政や事業者に⾏動を促すためのファーストステップとして最適な法 整備

を今後も提案していきます 

社会民主党：不十分 

現在は、環境社会配慮に力を入れるとされているが、外務省を中心とした枠組みでは

不十分かつ具体策に欠ける。各省が環境と人権の尊重にを打ち出す取り組みを積極的

に打ち出すべきである。 

自由民主党：十分である 

各機関において､「ビジネスと人権」に関する行動計画に記載された取組について、以

下のような取組が行われていると承知しており、引き続き、努力を進めていただきたい

と考えています。 

・国際協力機構（JICA）では､行動計画を念頭に「ビジネスと人権」に関する具体的な

取組を進めるべく､その一環として､途上国での脆弱な労働者の保護に係る情報収集確

認調査等を実施している。また､児童労働の問題に着目し､ガーナにおける関連の調査や

民間企業・市民社会等との「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフ

ォーム」の運営等を担っており、イベントの機会等を捉えた行動計画の周知にも注力し

ていると伺っている。 

・国際協力銀行（JBIC）における開発金融分野において､「環境社会配慮確認のための

JBICガイドライン」を策定し､事業実施主体者による人権尊重も含む適切な環境社会配

慮を確認するため､当該ガイドラインに基づく確認を実施するとともに、異議申立の手

続を設けていると承知している。 
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・日本貿易保険（NEXI）は、環境社会配慮のためのガイドラインを導入し、ガイドライ

ンに基づき適切な環境社会配慮確認に努めていると承知している。 

日本共産党：不十分 

理由は回答無し 

立憲民主党：不十分 

「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020-2025）が策定されたが、これに則りさ

らに取り組みを推し進めなければならない。日本政府や JICA、JBIC 等はそれぞれが

行っている投資やプロジェクトなどについて、人権のみならず、環境、女性のエンパ

ワメント、格差の是正などさまざまな面からもデューデリジェンスを徹底していくべ

き。 

れいわ新選組：知らない 

 貴団体のような NGO の国民、政党への積極的な啓発活動とともに、NGO や政党が共

同しての政策提言の機会を設ける事が重要と考えます。 

 

Q8  日本の政府開発援助(ODA)では、開発協力大綱において、明確に非軍事分野での

協力が謳われています。しかし、海外に投資される公的資金の多くを締める国際協力

銀行：JBIC の出融資・保証（参考：2019 年度で約 1.7 兆円。ODA 有償資金協力は約

1.5 兆円）や、新たに設立された JOIN など官民ファンドの出資等においては、何ら明

示的な定めがありません。ミャンマーでは、クーデターを起こし、市民を弾圧してい

るミャンマー国軍のビジネスとの繋がりのある事業が放置されています。「国連ビジ

ネスと人権に関する指導原則」尊重のためにも、ODA 以外の「開発協力・開発金融」

資金において、非軍事分野での協力、紛争の助長への関与の防止などの理念や方針が

明文化されていることが必要ではないかと考えます。この点に関し、貴党のお考えを

お示し下さい。 

 

ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で 

ご指摘はごもっともであり、今回のミャンマーのクーデターをきっかけに今後の出資

や融資などについて適切に実施されるために然るべき法整備を行うべきと考えます。

また本件以外にも日本において法整備がなされていない問題は山積しており、その原

因は日本の政治家とその選挙制度にあります。現在の政治は、特定の団体のしがらみ

や党議拘束などの活動規制、莫大な時間とお金を要しながら落選後の補填が一切ない

選挙運動が当たり前であり、一部の既得権からの得票を得なければ長く政治を続ける
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ことが非常に困難です。その結果、既得権からの多数派の声が尊重され、少数派の意

見が抑圧されるというゆがんだ民主主義が横行しています。ＮＨＫと裁判してる党弁

護士法７２条違反で（ＮＨＫ党）は一部の既得権からの得票に頼るだけの政治家では

なく、志ある真面目で優秀な人が多数政治参加したいと思える世界を作り、真の民主

主義実現のため、既得権化したＮＨＫと闘うため、ＮＨＫが委託法人に行わせている

弁護士法 72 条違反となる訪問行為について徹底的に追及いたします。 

国民民主党 

人間の安全保障の理念に基づき、また、政府開発援助（ODA）の GNI 比 0.7％という

国際目標に向けて、戦略的に拠出先を絞り込むとともに、人的・技術的支援など ODA

の拡充や積極的活用による「見える化」に取り組み、貧困削減、持続可能な成長、平

和構築、民主化支援などを進め、途上国の発展に寄与するとともに、各国との関係強

化を図ります。 

社会民主党 

ODA 以外の分野でも、明文化された規定は必要である。ミャンマー国軍ビジネスは、

あらためて官民事業の問題点（資金源として悪用されるなど）を浮き彫りにしている。 

日本政府は、ビジネスと人権の国別行動計画を定めており、東京オリンピック・パラ

リンピックの機会に人権に配慮した調達基準を打ち出していたにもかかわらず、ミャ

ンマーの事業は別であるとするならば、まったく主張が成り立たない。非軍事分野で

の協力、紛争の助長への関与の防止に向けて、迅速に動くべきである。 

自由民主党 

日本のミャンマー支援は、民主化後のミャンマーの経済発展を支援することが目的です。

クーデターが起きた 2月 1日以降、本来の目的が達成できるのかどうか、環境の変化も

あります。これまでの経緯も踏まえ、民間企業とも連携をしながら、適切な対応をして

いくことが必要であると考えています。 

各機関において､「ビジネスと人権」に関する行動計画に記載された取組が行われてい

ると承知しており、引き続き、努力を進めていただきたいと考えています。 

日本共産党 

ODA に限らず、開発途上国に対する開発協力・開発金融資金の支援については、対象

国の民主化、人権保障の状況を考慮し、民生の向上に資するものにすべきだ。 

立憲民主党  

そもそもは民主化支援、開発支援だったものがクーデターにより質が変わってしまうとうい

ような状況は想定されていなかったのかもしれないが、今後の検討に値すると考える。 
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れいわ新選組 

ご指摘の点について、そのとおりと考えます。その上で党としては以下の認識です。 

1.権威主義国家や軍事政権によるその国の人権抑圧が問題になっている中で、我が国

企業が人権抑圧国ゆえに保証されている「低賃金・労働条件」の恩恵を受けているこ

とが問題になっています。同時に、そのような劣悪な労働環境において保証された低

賃金労働を我が国企業が活用することで搾取を進めることには道義的な問題があり

ます。日本国憲法において保障されている基本的人権は我が国だけにとどまることは

なく、世界中で保障されるべき人権であるという基本的認識のもと、日本国内で許さ

れない人権侵害については他国においても許されないという認識にたった上で、軍事

力に頼らない形での「人権外交政策」を展開していく必要があります。 2.通商協定

なども相手国の労働者の人権や労働環境などに配慮した条項にアップデートする再

交渉を行う必要があります。同時に、労働運動の抑圧や児童労働などの人権抑圧下で

生産された競争力ある製品が輸入されてきたとき、それに対抗するためにダンピング

や価格競争が強いられるという事態は非常に現実的にあり得ることから、その場合に

は制裁関税を課すなどの対処を行う必要があります。 

 

以上 


